
   高取町交流拠点施設の設置及び管理に関する条例 

（設置） 

第１条 チャレンジショップでの起業機会を提供するとともに、コミュニティ

ースペースでの町民の交流や町民と都市住民の交流や協働の機会を提供する

ことにより地域の活性化や関係人口の増加を図り、ひいては本町への移住を

促進するため、高取町交流拠点施設（以下「交流拠点施設」という。）を設置

する。 

（名称及び位置） 

第２条 交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 高取町交流拠点施設「ワニナル」 

 位置 チャレンジショップ   高取町大字上土佐６２番地１ 

    コミュニティースペース 高取町大字上土佐６２番地１ 

（事業） 

第３条 チャレンジショップでは、次の事業を行う。 

（１）店舗運営による起業家の育成に関すること。 

 （２）その他町長が必要と認める事業。 

２ コミュニティースペースでは、次の事業を行う。 

 （１）町民同士の交流に関すること。 

（２）町民と都市住民との交流や協働に関すること。 

（３）関係人口の増加に関すること。 

（４）本町への移住促進に関すること。 

（５）その他町長が必要と認める事業。 

（管理） 

第４条 町長は、交流拠点施設を常に良好な状態に管理し、効率的に運営しなけ

ればならない。 

（使用許可） 

第５条 交流拠点施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受け

なければならない。 

２ チャレンジショップの使用を許可する期間は、２年以内とする。ただし、町

長が認めるときは、１年以内に限り延長することができる。 

３ 町長は、管理上必要なときは、使用に対し条件を付すことができる。 

（使用許可の制限） 

第６条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流拠点施設の使用を

許可しない。 

（１）公序良俗を乱すおそれのあるとき。 

（２）交流拠点施設又はその設備を損傷するおそれのあるとき。 

（３）その他管理上支障があると認められるとき。 

（使用料） 

第７条 交流拠点施設を使用する者は、別表に定める使用料を前納しなければ

ならない。 

２ 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除す

ることができる。 

３ 既納の使用料は返還しない。ただし、使用する者の責めに帰することができ



ない理由により使用できなくなったとき、又は町長が特別の理由があると認

めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。 

（使用許可の取消し） 

第８条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すこ

とができる。 

（１）偽りその他不正の手段によって使用許可を受けたとき。 

（２）使用許可の条件に違反したとき。 

（３）第６条各号のいずれかに該当することとなったとき。 

（４）公益上特に必要があるとき。 

（５）その他管理上不適当と認めたとき。 

 （設備の変更） 

第９条 チャレンジショップを使用する者が、チャレンジショップに特別の設

備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなけ

ればならない。 

 （原状回復） 

第１０条 チャレンジショップを使用する者は、その使用を終了したとき、又は

第８条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しな

ければならない。 

（損害賠償） 

第１１条 交流拠点施設又は設備を損傷した者は、これを原状に回復し、又はそ

の損害を賠償しなければならない。 

（規則への委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、交流拠点施設の管理運営に関し必要

な事項は規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

別表（第７条関係） 

区 分 単 位 使用料 

チャレンジショップ １か月 ２０,０００円 

コミュニティースペース 

午前 

(9:00～13:00) 
５００円 

午後 

(13:00～17:00) 
５００円 

夜間 

(17:00～21:00) 
５００円 

備考 

開店から３か月間に限り、チャレンジショップの１か月の売り上げが２０

０,０００円に満たない場合は、その使用料は本表の２分の１の額とする。 

 


